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第１章 総則 

（用語の定義） 

第１条 本契約書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

(１)「甲」とは、委託者である調布市をいう。 

(２)「乙」とは、受託者をいう。 

(３)「本業務」とは、甲と乙が契約締結する令和９年度～令和 18 年度【調布市下水道包括的維持

管理業務（第２期）】において甲が乙に委託する業務をいい、その内容は要求水準書に記載す

る。 

(４)「要求水準書」とは、本業務における要求水準書（要求水準書が追加又は変更された場合は、

当該追加又は変更を含む。）をいう。 

(５)「要求水準」とは、本契約書、要求水準書及び提案書類、その他関係書類（以下「本契約書類」

という。）に基づき定められている本業務の実施において甲及び乙が充足すべき水準をいう。 

(６)「要求水準の未達」とは、要求水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。 

(７)「本件施設」とは、要求水準書に示す調布市内の下水道管路施設をいう。 

(８)「既存施設等」とは、本件施設及び附属設備並びに本件施設内の甲の所有に係る消耗品・備品、

図書その他の物品等を含む総称をいう。 

(９)「事業期間」とは、乙が本契約に基づき、本業務を実施する期間（令和９年度～令和 18 年度）

をいう。 

(10)「事業年度」とは、事業期間中における４月１日から翌年３月 31 日までの期間をいう。 

(11)「契約締結日」とは、本契約について甲と乙が合意し、本契約書に甲乙が記名押印した日をい

う。 

(12)「事業開始日」とは、令和９年４月１日をいう。 

(13)「1 日」とは、午前０時 00 分から翌日の午前０時 00 分までをいう。 

(14)「委託料」とは、本業務の対価として、甲が乙に支払う金銭をいい、本契約書第 52 条第１項に

記載の額をいう。 

(15)「修繕」とは、老朽化した施設又は故障若しくは損傷した施設を対象として、対象施設の機能

を維持するために行う工事その他の行為（ただし、更新を伴わないものとする。）をいう。 

(16)「改築」とは、更新、長寿命化対策の総称をいう。 

(17)「更新」とは、所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、本件施設の当該設備の全部を取

り換えることをいう。 

(18)「長寿命化」とは、所定の耐用年数を延伸することを目的として、設備の一部を活かしながら、

当該設備を部分的に新しくすることをいう。 

(19)「事業実施計画書」とは、10 箇年事業実施計画書、年間事業実施計画書、年間修繕計画書を

いう。 

(20)「10 箇年事業実施計画書」とは、事業期間全体を通した事業実施計画をいう。 

(21)「年間事業実施計画書」とは、各事業年度における事業実施計画をいう。 

(22)「年間修繕計画書」とは、各事業年度における修繕（計画的）計画をいう。 
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(23)「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、豪雨、

暴風、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、疫病その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、

テロ、放射能汚染、放火その他の人為的な現象のうち、甲及び乙のいずれの責めにも帰すこと

のできないもので、甲又は乙によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又

は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。 

(24)「監理責任者」とは、本業務を監督する甲の責任者をいう。 

(25)「業務遂行責任者」とは、本業務を実施する上で管理をつかさどる乙の代理人をいう。 

(26)「著作物」とは、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作物、

同法第 10 条第１項第９号に規定するプログラム及び同法第 12 条の２に規定するデータベー

スをいう。 

(27)「著作権」とは、著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。 

(28)「特許権等」とは、特許権、実用新案権、商標権その他日本国の法令及び国際法に基づき保

護される第三者の権利をいう。 

(29)「再改善計画書」とは、変更又は再提出した改善計画書をいう。 

(30)「開所日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規

定する休日及び 12 月 29 日から翌年１月３日までを除く日をいう。 

 

（言語） 

第２条 本業務の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とするものとする。 

 

（通貨） 

第３条 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とするものとする。 

 

（計量単位） 

第４条 本業務の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、特に定めがある場合を除き、計量法（平

成 4 年法律第 51 号）に定めるものとする。 

 

（期間の計算） 

第５条 本契約における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治 32

年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

 

（時刻） 

第６条 本業務の履行に関して甲乙間で用いる時刻は日本標準時とするものとする。 

 

（準拠法） 

第７条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

 

（責任負担） 
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第８条 本業務に伴う下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）上の管理責任は、甲が負うものとする。 

２ その他の甲乙の基本的な責任負担は要求水準書に定めるものとする。 

 

（指示等） 

第９条 甲は、下水道法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、本業務に関する指示を乙に

対して行うことができる。この場合、乙は、当該指示に従い本業務を行わなければならない。 

 

（業務の手段等） 

第 10 条 乙は、特に定めがある場合又は前条の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、本業務の

実施に必要な一切の手段等を乙の責任において定めるものとする。 

 

（秘密保持義務） 

第 11 条 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密情報として知り得た情報を秘密として保持

し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、本契約に

別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前承諾なしに第三者に開示してはならない。ただし、

次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 

(１)相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたことを立証しうるもの。 

(２)相手方から開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。 

(３)相手方から開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用になったもの。 

(４)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく合法的に取得したもの。 

(５)法令又は司法機関若しくは行政機関の命令により開示することが義務付けられたもの。ただし、

開示にあたっては相手方へ事前に通知し、かつ最小限の開示内容にするよう努めること。 

(６)相手方から開示された機密情報によることなく開発、創造したもの。 

(７)相手方が、第三者に開示することを書面により承諾したもの。 

２ 前項の規定は、事業期間終了後においても、なお 5 年間効力を有するものとする。 

 

（書面主義） 

第 12 条 本業務における指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、質問、回答及び解除（以下「指

示等」という。）は、書面により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する

指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記

載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 甲及び乙は、本契約その他の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する

ものとする。 

 

（履行の保証） 

第 13 条 乙は、契約締結と同時に、甲に履行保証金を納付するものとする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、履行保証金の納付を免除するものとする。 
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(１)契約による債務の不履行により生ずる甲の損害を付保するため、甲を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。この場合、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を

甲に寄託すること。 

(２)契約による債務の不履行により生ずる甲への損害金の支払いを保証する銀行の保証を取り付

けたとき。この場合、保証契約の締結後、直ちにその保証証券を甲に寄託すること。 

２ 前項の履行保証金の額は、業務委託料の 10 分の１以上としなければならない。 

３ 委託料の変更があった場合には、履行保証金の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達する

まで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。 

 

（契約の譲渡等） 

第 14 条 乙は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。た

だし、甲の事前の承諾がある場合は、この限りでない。 

２ 乙は、既存施設等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 

 

（著作物の使用等） 

第 15 条 甲は、乙が本業務の実施に当たって使用する著作物について、乙が承諾した場合には、当

該著作物を利用することができる。この場合、著作物の使用に際し、著作権使用料の支払いは免

除されるものとする。 

 

（特許権等の使用） 

第 16 条 乙は、特許権等の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の

責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、特許権等の対

象物である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、その使用に関して要した

費用の負担については、甲乙協議して決めるものとする。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第 17 条 乙は、本件施設が下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施に

あたっては、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 甲は、本業務が、民間の経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を

尊重することにより、下水道事業を効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、

その趣旨を尊重するものとする。 

第２章 業務の実施 

第１節 総則 

（本委託の概要） 

第 18 条 乙は、本件施設について、事業期間中の維持管理等を行うものとする。 

２ 乙は、事業実施計画書等に従って本業務を遂行しなければならない。 
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３ 本業務の範囲は次に掲げるものとし、各業務の詳細については要求水準書等で定めるものとする。 

(１)統括関連業務 

・統括管理業務 

・情報管理業務 

・初動対応業務 

(２)ストックマネジメント関連業務 

・点検業務 

・調査業務 

・計画策定業務 

(3)維持管理業務 

・伏越清掃及び調査業務 

・清掃業務（計画的対応） 

・清掃業務（緊急的対応） 

・修繕業務（計画的対応） 

・修繕業務（緊急的対応） 

・調布幹線等しゅんせつ業務 

(4)その他業務 

・雨天時水質調査業務 

・管理用地草刈業務 

・災害用可搬式排水ポンプ保守点検 

 

（事業期間） 

第 19 条 事業期間は、令和９年４月１日の午前０時 00 分から令和 19 年４月１日の午前０時 00 分

までとする。 

 

（法令の遵守等） 

第 20 条 乙は、本業務に係る関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、本業務

を実施しなければならない。 

 

（事業の実施体制等） 

第 21 条 本業務における実施体制は次のとおりとする。 

(１)甲は、本業務を監督する監理責任者を置くものとする。 

(２)乙は、本業務遂行上の管理を掌る業務遂行責任者を置き、本業務の履行に必要な従事者等を

置くものとする。 

(３)乙は、本業務の履行に必要な従事者等の中から、現場管理を掌る業務主任技術者を専任する

ものとする。 

(４)乙は、計画策定業務の実施に際しては、要求水準書に基づき管理技術者、照査技術者及び担

当技術者を置くものとする。 
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（監理責任者） 

第 22 条 甲は、前条第１項(２)号に基づき監理責任者を置いたときは、その氏名を乙に通知するも

のとする。また、監理責任者を変更したときも同様とする。 

２ 監理責任者は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく甲の権限とされる事項

のうち甲が必要と認めて監理責任者に委任したもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。 

(１)甲の下水道法の責任を果たす上で必要な乙又は乙の業務主任技術者に対する業務に関する

指示。 

(２)契約書、要求水準書、その他関係書類の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する

承諾又は回答。 

(３)本業務の履行に関する乙又は乙の業務遂行責任者との協議。 

(４)本業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告。 

(５)モニタリングの実施及び通知。 

３ 本契約に定める書面の提出は、監理責任者を経由して行うものとする。この場合においては、監

理責任者に到達した日をもって、甲に到達したものとみなす。 

 

（業務遂行責任者） 

第 23 条 乙は、第 21 条第１項(２)号に基づき業務遂行責任者を置いたときは、その氏名その他必

要な事項を甲に通知するものとする。業務遂行責任者を変更したときも同様とする。 

２ 業務遂行責任者は、本業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、事業

期間の変更、委託料の請求及び受理、第 51 条の請求の受理、第 52 条の請求、通知の受理並び

に契約の解除に係わる権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができるものと

する。 

３ 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを業務遂行責任者に委任せず、

自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならな

い。 

４ 業務遂行責任者は、次条に規定する業務主任技術者を兼務することができるものとする。 

 

（業務主任技術者） 

第 24 条 乙は、第 21 条第１項(３)号に基づき業務主任技術者を専任したときは、その氏名その他必

要な事項を甲に通知するものとする。業務主任技術者を変更したときも同様とする。 

 

（事業開始に伴う業務引継ぎ等） 

第 25 条 甲又は甲の指定する者及び乙は、各自の負担により、仮契約日の翌日から事業開始日ま

でに、本件施設の事業実施に必要な業務引継ぎ等が終了するよう努めるものとする。なお、業務引

継ぎ等の内容等については、要求水準書に定めるものとする。 

２ 甲又は甲の指定する者は、乙が本件施設の事業実施に必要とする一切の書類、データ、本件施設

の状況等（以下「本件施設の情報等」という。）を、乙に適切に開示するものとする。 
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（資機材等の調達） 

第26条 乙は、乙の責任と費用により、事業期間中において、本業務の実施に必要となる消耗品類、

資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。 

 

（再委託） 

第 27 条 乙は、甲の承認を受けて、委託業務を第三者に再委託し又は請け負わせることができるも

のとする。ただし、委託業務の全部を再委託し又は請け負わせることはできないものとする。 

 

（許認可） 

第 28 条 本業務の実施に関し、国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等が必要と

なる場合は、乙は乙の責任と費用によりこれを行ない、甲に報告するものとする。この場合において、

甲は、乙の請求により必要な協力を行なうものとする。 

 

第２節 事業実施計画 

（事業実施計画書の策定） 

第 29 条 乙は、本業務の実施のため、本契約書及び要求水準書に基づき、次条から第 32 条までに

定めるところにより、乙の責任と費用により、事業実施計画書を策定しなければならない。 

 

（10 箇年事業実施計画書） 

第 30 条 乙は、事業開始後１か月以内に、事業期間を通じた業務実施の重要事項を定めた 10 箇年

事業実施計画書を策定し、甲の承諾を得なければならない。 

 

（年間事業実施計画書） 

第 31 条 乙は、当該事業年度の開始前までに、当該事業年度における具体的な業務実施の詳細を

定めた年間事業実施計画書を策定し、甲の承諾を得なければならない。 

 

（年間修繕計画書） 

第 32 条 乙は、当該事業年度の開始前までに、当該事業年度における修繕内容の詳細を定めた年

間修繕計画書を策定し、甲の承諾を得なければならない。 

 

（事業実施計画書の修正） 

第 33 条 甲は、前３条に基づく事業実施計画書が不適当であると認める場合は、その事由を明らか

にし、かつ、期日を指定した上で、乙に対し、その変更若しくは修正又は再提出を請求することがで

きるものとする。 

２ 乙は、甲から前項の請求があったときは、当該事業実施計画書について変更若しくは修正又は再

提出するものとする。 
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３ 乙が期日までに、当該事業実施計画書の変更若しくは修正又は再提出をしなかった場合は、要求

水準の未達として、第 50 条に定める措置を適用するものとする。 

４ 甲は正当な理由なくして、乙が提出した事業実施計画書に対する承諾を留保し、又は遅延しては

ならないものとする。 

 

第３節 業務の実施 

（施設更新等の請求） 

第 34 条 本件施設の修繕により、その機能が維持できないとき又はその見込みがないとき、若しくは

本件施設の修繕により、本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認めら

れるときは、乙は甲に対し、その旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができるものとする。 

２ 前項の請求があったときは、甲は速やかに本件施設の現況を調査して、更新の是非を判断し、そ

の内容を乙に通知するものとする。 

３ 甲は、前項の判断をするにあたり、乙の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮す

るものとする。 

４ 第１項の請求があったにもかかわらず、社会通念上必要かつ相当な期間において、甲が必要な施

設の更新・改築を行わなかったため、乙又は第三者に損害が生じた場合には、甲はその損害を負

担する。ただし、乙に故意又は過失がある場合には、甲はその程度に応じて、乙に対し負うべき損

害賠償を相殺し、又は第三者に対して行った損害倍賞を、乙に求償することができるものとする。 

 

（乙の改善提案） 

第 35 条 乙は、本業務について、業務の水準を要求水準から低下させることなく、要求水準書に定

める手法と比較し、より効果的で効率的な手法等を提案することができるものとする。 

２ 前項の乙が提案できる範囲は、委託料の額の低減を伴うものとする。 

 

（要求水準書の変更等） 

第 36 条 甲は、自ら若しくは前条による乙の改善提案により、必要と認める場合は、乙に対して要求

水準書の変更の検討を指示することができるものとし、乙は、当該指示の受理後 14 日以内に、当

該変更が当該業務の実施に与える影響を検討し、検討結果を甲に報告するものとする。 

２ 甲は、前項による検討結果を受理した場合は、当該検討結果に基づいて要求水準書を変更するこ

とができるものとし、速やかに当該検討結果に基づく変更を行うか否かを、乙に通知しなければな

らない。 

３ 変更後の当該要求水準は、甲が乙に通知し、乙が通知を受理した日の翌日から適用されるものと

する。 

４ 法令等の変更により、要求水準書の内容を変更する必要が生じたときは、第 61 条の定めに従う

ものとする。 

 

（要求水準書の変更に伴う措置） 
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第 37 条 前条第２項により要求水準書を変更したときは、当該変更により、乙に増加費用又は損害

（委託料の減額は除く）が生じたときは甲が負担し、乙が負担する費用の減少が生じたときは、当該

費用減少分に応じて委託料を減額するものとする。 

２ 前項において、甲の負担する額又は乙の委託料の減額については、甲乙協議して定めるものとす

る。ただし、乙の委託料の減額については、委託料の額が低減すると見込まれる額の 10 分の５に

相当する額を削減しないものとする。 

３ 前項により、委託料の減額を行った場合においても、乙の改善提案を行った乙の責任が回避され

るものではない。 

４ 前条第４項の規定により、乙に増加費用又は損害（委託料の減額は除く）が生じたときの措置は、

第 62 条の定めに従うものとする。 

 

第４節 緊急事態（災害・事故その他の不可抗力）発生時の対応 

（対応の基本） 

第 38 条 乙は、災害が発生したときは、調布市が定める「事業所及び他自治体との災害に関する協

定」に基づき、災害・事故その他の不可抗力事由による本業務への影響を可及的に避けるため、最

大限の努力を行うものとする。 

 

（異常時の対応） 

第 39 条 不可抗力その他、乙の責めによらず、汚水の溢水等の住民被害が生じた場合は、乙は、直

ちに口頭によりその旨を甲に報告し、甲及び乙はその対応を協議しなければならない。 

 

（協働の措置） 

第 40 条 前条において、第三者又はその他への損害を最小限にとどめるため、甲及び乙は協働して

必要な措置を講ずるものとし、乙は、最大限の誠意と努力を以って、甲に協力する義務を負うもの

とする。 

２ 前項の乙の協力が本契約の範囲外である場合で、増加費用が生じたときは、甲が負担するものと

し、その額は、甲乙協議の上で定めるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、本契約の範囲内における乙の協力による措置の場合は、甲は負担しな

いものとする。 

 

（臨機の措置） 

第 41 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じるものとする。この

場合において、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事

情があるときは、この限りではない。 

２ 前項ただし書きにおいて、臨機の措置を講じたときは、乙は当該措置の内容を、甲に直ちに通知す

るものとする。 

３ 甲は、災害防止その他業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を
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講じるよう請求することができるものとする。 

４ 乙が、第１項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用の

うち、本業務の範囲外であると認められる部分については、甲がこれを負担するものとし、その額

は、甲乙協議の上で定めるものとする。 

 

（災害・事故発生時の指揮系統） 

第 42 条 甲は、第 39 条を除く緊急事態の発生又は発生のおそれが生じ、本業務の実施に甲の介

入が必要であると認めたときは、直ちに業務遂行責任者にその旨を通知するものとする。なお本項

の通知は緊急のときは書面によることを要せず、事後速やかに書面により通知するものとする。 

２ 乙は、前項の通知を受けたときは、業務遂行責任者は監理責任者又はその他の甲の職員の直接

の指揮監督に服し、乙の従事者等は、業務遂行責任者を通じ、監理責任者又はその他の甲の職員

の指示に従わなければならない。 

３ 他の上下水道事業体又はその関連団体等から、甲に対して災害・事故その他の不可抗力事由の

発生又は発生のおそれを理由として協力要請がなされた場合は、甲は、業務遂行責任者を通じて

乙に当該協力要請に応じることを指示することができる。この場合、乙は、実務上可能な範囲で、甲

の指示に従うものとする。 

 

（災害・事故発生時の費用負担） 

第 43 条 甲は、前条第２項の規定に従い、業務遂行責任者並びに乙の従事者等が甲の指示に従っ

たことによる増加費用の額及び支払い方法等は、甲乙協議の上で定めるものとする。 

２ 前項の規定は、第 39 条に定める不可抗力その他、乙の責めによらない第三者への損害について

は適用しない。 

第５節 モニタリング 

（業務の報告） 

第 44 条 乙は、本業務の実施状況を正確に反映した次に掲げる業務報告書を作成するものとする。 

(１)乙は、毎月、月間業務報告書を作成し、当該月の月間業務報告書を翌月の第5 開所日までに、

甲に提出するものとする。 

(２)乙は、事業年度ごとに年間業務報告書を作成し、当該事業年度の年間業務報告書を翌年度の

４月の第 10 開所日までに、甲に提出するものとする。 

２ 前項各号の報告書の内容等は、要求水準書に定めるものとする。 

 

（実施状況の確認） 

第 45 条 甲は、事業期間において、甲の費用により、乙が実施する本業務の質及び内容を確保する

ため、次条に定めるところにより、本業務の実施状況を確認するものとする。 

 

（定期の確認） 

第 46 条 甲は、第 44 条に規定する業務報告書に基づき、乙の立会いの上、書類確認及び現地確
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認その他の方法により、本業務の実施状況を確認するものとする。 

２ 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から 10 日以内に完了するものとする。 

 

（随時の確認） 

第 47 条 前条によるほか、甲は必要と認めたときは、乙に対して事前に通知することなく、現地調査

により、本業務の実施状況を確認することができるものとする。 

２ 甲が前項の確認を実施するときは、乙はその求めに応じて、甲の確認に立会い、本業務の実施状

況を説明し、又は書類を提出するなど、甲に協力するものとする。 

 

第６節 要求水準の未達等に対する措置 

（改善通告） 

第 48 条 前２条による確認の結果、要求水準の未達（第 39 条に定める不可抗力等による場合を除

く）が判明した場合には、甲は乙に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものと

する。 

２ 乙は、前項の通告を受理したときは、当該通告を受理した日から 10 日以内に、改善方法及び期日

等の改善計画を定めた改善計画書を甲に提出するとともに、第 44 条第１項(１)号に定める月間業

務報告書において、その実施状況を報告しなければならない。 

３ 甲は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、乙に対して、理由を明らかにした

上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。 

 

（改善計画書の変更） 

第 49 条 甲は、前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該要求水準の未達が是

正されなかったときは、甲は乙に対して、再改善計画書として、当該改善計画書を変更し、又は再

提出するよう催告するものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、再改善計画書及び再提出の場合に準用する。 

３ 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は、乙が負担するものとする。 

 

（委託料の支払停止） 

第 50 条 前条に基づき、再改善計画書に定める期日までに当該要求水準の未達が是正されないと

き、又は第 33 条第３項に該当したときには、甲は乙に対して、事前に書面により通知した上で、そ

の是正が完了するまでの間、委託料の支払いを停止することができるものとする。 

２ 前項の支払停止を行なう場合には、甲は乙に対して、弁明の機会を与えなければならない。 

３ 当該要求水準の未達が是正されたときは、甲は第１項に基づき支払いを停止していた委託料を速

やかに乙に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないも

のとする。 

４ 第１項の規定に基づき、委託料の支払い停止措置を講じた後、60 日を経過しても、当該支払停止

の理由となった要求水準の未達が是正されないときは、第 65 条第１項(３)号の定めに従うことが
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できるものとする。 

 

（業務遂行責任者等に対する措置請求） 

第 51 条 前条に定める委託料の支払停止のほか、再改善計画書に定める期日までに、当該要求水

準の未達が是正されないときは、甲は、業務遂行責任者又は乙の従事者若しくは第 27 条の規定

により乙から業務を委託され、若しくは請け負った者及びこれら関係者の交代等に関して必要な措

置を請求することができるものとする。 

３ 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につ

いて請求を受理した日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。 

 

（監理責任者に対する措置請求） 

第 52 条 乙は、監理責任者がその職務の執行が不適当と認められるときは、甲に対し、その理由を

明らかにして、必要な措置を請求することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につ

いて請求を受理した日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。 

 

第７節 委託料等 

（委託料の額） 

第 53 条 甲は乙に対し、委託料として●円（消費税及び地方消費税を含む）を支払う。 

２ 完了検査後、本契約書別記１に記載の事業期間内における支払限度額を事業年度毎の出来高精

算として支払うものとする。 

３ 本契約の締結後、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）等の改正等によって消費税等額に変更

が生じた場合は、甲は本契約をなんら変更することなく委託料に相当額を加減して支払うものとす

る。 

４ 甲は、委託料の支払に際し、第 60 条に定める遅延損害金について、乙から甲への支払が必要な

場合、必要額を委託料から控除した上で、これを支払うことができるものとする。 

 

（支払の手続き） 

第 54 条 乙は、第 44 条第１項(２)号の年間業務報告書に基づき、第 46 条第１項の実施状況の確

認を受け、要求水準書で定める甲による成果物の検査を完了したときには、委託料の支払を請求

することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受理した日から 30 日（以下「約定期間」とい

う。）以内に、委託料を支払わなければならない。なお、委託料は乙が指定する口座に振り込むもの

とする。 

３ 甲がその責めに帰すべき事由により第 46 条第２項の期間内に本業務の実施状況の確認を完了

しないときは、その期限を経過した日から本業務の実施状況の確認を完了した日までの期間の日

数は、前項の約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期



契約書-13 
 

間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了した

ものとみなす。 

 

（物価上昇率の見直しに基づく委託料の額の変更） 

第 55 条 甲は、事業期間内において、甲が策定した経営戦略における物価上昇率が見直された場

合は、委託料の額の変更を行わなければならない。 

 

第３章 リスク分担 

第１節 一般事項 

（所有権） 

第 56 条 本件施設の所有権は、甲に帰属する。 

 

（保険） 

第 57 条 乙は、事業期間中、乙の費用により、第三者賠償保険、火災保険、労働者災害保険、その

他必要な保険を付保するものとし、甲に報告するものとする。 

 

（一般的損害） 

第 58 条 本業務の実施に関し、乙の故意又は過失によって生じた損害については、乙がその費用を

負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰する事由により生じたものについては、甲が負担

する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第 59 条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害（第２項及び第３項に規定する損害を除く。）

について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負

担する。 

２ 甲の指示その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担す

る。ただし、乙が、甲の責めに帰すべき事由があることを知りながら、これを通知しなかったときは、

乙がその賠償額を負担する。 

３ 業務を行うにつき、通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害に

ついて、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担するも

のとする。ただし、本業務の実施に関し、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたも

のについては、乙が負担するものとする。 

4 前 3 項の場合その他業務を行うにあたり、第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協

力してその解決に当たるものとする。 

 

（遅延損害金） 
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第 60 条 甲又は乙が、本契約に基づいて履行すべき委託料、賠償金、損害金、違約金その他の金銭

の支払を遅延した場合は、甲又は乙は相手方に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応

じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項及び同法

第 14 条に定める割合で計算した額を、遅延損害金として支払うものとする。 

 

第２節 法令変更 

（法令変更に伴う通知の付与及び協議） 

第 61 条 本契約締結日以後に法令が変更されたことにより、本契約又は要求水準書で提示された

条件に従って本業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、乙は、そ

の内容の詳細を記載した書面を以って、直ちにこれを甲に対して通知するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反

することとなった場合、履行期日における当該自己義務が適用法令に違反する限りにおいて、その

履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小

限にするよう努力しなければならない。 

３ 甲が乙から第１項の通知を受理したときは、甲及び乙は、当該法令変更に対応するため、速やかに

本契約及び要求水準書の変更並びに費用の変更等について、協議するものとする。 

４ 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準書の

変更並びに増加費用の負担等について合意が成立しないときは、甲が法令変更に対する対応方法

を乙に対して通知し、乙はこれに従い本業務の実施を継続するものとする。 

 

（法令変更に伴う増加費用又は損害の負担） 

第 62 条 法令変更により生じる増加費用又は損害が発生した場合は、次の各号の定めに従い負担

するものとする。 

(１)本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等（特に、本業務に関する事項を類型的又は特

別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律

の変更は含まない。）の変更の場合は甲の負担とし、乙に対して一般に適用される法令等の変

更は乙の負担とする。 

(２)消費税及び地方消費税に関する税制の変更又は税等の新設の場合は、甲の負担とし、本業務

の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は税等の新設の場合は、乙の負担と

する。 

 

第３節 不可抗力 

（不可抗力に伴う通知の付与及び契約内容の変更） 

第 63 条 不可抗力により本契約又は要求水準書で提示された条件に従って本業務を実施すること

ができなくなったとき、又は著しく困難になったときは、乙はその内容の詳細を記載した書面を以っ

て、直ちに甲に通知しなければならない。 
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２ 甲及び乙は、前項の通知がなされたとき以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力に

より履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、

甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならな

い。 

３ 甲は、第１項の規定による通知を受理したときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、

その結果を乙に通知しなければならない。 

４ 乙が前項の通知を受理したときは、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約

及び要求水準書並びに費用の変更等について協議するものとする。 

５ 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 30 日以内に本契約及び要求水準書並びに

費用の変更等について合意が成立しないときは、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通

知し、乙は、これに従い本業務の実施を継続するものとする。 

 

（不可抗力による委託料の支払） 

第 64 条 甲は、乙が不可抗力により本件施設において処理の一部又は全部を行うことができない場

合には、その費用に相当する委託料を減額するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、前条第４項による協議が合意に至るまでの間、乙が当該不可抗

力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うことを条件として、乙が不可抗力により本件施

設において処理の一部又は全部を行わない場合でも、乙に対して第 53 条に定める委託料を支払

うことができるものとする。 
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第４章 契約の終了 

第１節 契約の解除 

（甲による契約の解除） 

第 65 条 甲は、次の各号の一つに該当する場合には、乙に対して書面により通知した上で、契約を

解除することができるものとする。 

(１)乙の責めに帰すべき事由により、事業開始予定日から 30 日が経過しても本業務の履行を開

始しないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき。 

(２)本契約に基づく甲のモニタリングの結果、乙の要求水準未達が改善期間を経過しても是正さ

れないとき。 

(３)乙が、自らの事業実施を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。 

(４)乙の各構成員のいずれかが、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始その他これ

らに類似する倒産手続の開始の申立て（以下「倒産手続開始申立て」という。）を取締役会に

おいて決議したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。ただし、甲は、本契

約の解除の前に、当該倒産手続開始申立て等が本業務の履行に支障を及ぼすか否かにつき、

乙と協議することができるものとする。 

(５)前号までに規定するもののほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 

２ 前項の規定により契約が終了する場合は、乙は、甲の請求に基づき、甲の指定する期間内に違約

金を支払わなければならない。この違約金の額は、契約金額の 100 分の 10 とする。 

４ 前項は、甲に生じた損害額が前項の違約金の額を超える場合は、甲がその超過分について賠償

を請求することを妨げるものではない。 

 

（乙による契約の解除） 

第 66 条 乙は、次の各号の一つに該当する場合には、甲に対して書面により通知した上で、契約を

解除することができる。 

(１)甲が本契約に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第 53 条第 2 項に定める支払期

限を経過してから 60 日を経過しても委託料の支払を行わなかったとき。 

(２)甲が、契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを乙が甲に対して通知した後、30 日

を経過しても当該違反を是正しないとき。 

(３)甲の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。 

２ 前項の規定により契約が終了する場合は、甲は乙に対して、事業期間の終了日までの委託料のう

ち既に完了している業務の未払いの委託料を支払うものとする。この場合における委託料の支払

手続きは、第 57 条の定めを準用するものとする。 

３ 前項のほか、甲は、乙の請求に基づき、乙の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。

この違約金の額は、契約金額の 100 分の 10 とする。 

４ 前項は、乙に生じた損害額が前項の違約金の額を超える場合は、乙がその超過分について賠償

を請求することを妨げるものではない。 
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（法令変更による契約の解除） 

第 67 条 契約期間において、第 61 条第３項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後におけ

る法令変更により、甲が本業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費

用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる

ものとする。 

２ 前項に基づき本契約が解除された場合、乙に生じた損害の負担は、第 61 条の定めに従うものと

する。 

 

（不可抗力による契約の解除） 

第 68 条 事業期間において、第 63 条第４項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後におけ

る不可抗力により、甲が本業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費

用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる

ものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除する場合は、甲は乙に対して、事業期間の終了日までの委託料のう

ち未払いの委託料について、甲及び乙の協議に基づき、一定の減額を行った上で支払うものとす

る。この場合における委託料の支払の手続きは、第 54 条の規定を準用する。 

 

（談合等不正行為に対する違約金等） 

第 69 条 本契約に関し、乙またはその構成員が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、

甲の請求に基づき、本契約の業務委託料（本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、

変更後の業務委託料）の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

(１)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号。以下「独占禁止法」という。）第３条に違反又は乙が構成事業者となっている事業者団体

（以下「乙等」という。）が独占禁止法第８条第１号に違反したことにより、公正取引委員会が乙

等に対し、独占禁止法第７条の２第１項又は第８条の３に基づく課徴金の納付命令（以下「納付

命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法

第 63 条第２項により取り消された場合を含む。）。 

(２)納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２に基づく排除措置命令（これらの命令が乙

又は乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行

われていないときは、名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次

号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号に違反する行為としての事業活動があったとされたとき。 

(３)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反する行

為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合にお

いて、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙等に対し

納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である
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当該違反する行為の実行期間を除く。）に事業者の選定が行われたものであり、かつ、当該取

引分野に該当するものであるとき。 

(４)本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の独占禁止法

第 89 条第１項に規定する刑が確定したとき。 

(５)本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。）の刑法（明治

40 年法律第 45 号）第 96 条の６に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項は、甲に生じた損害額が前項の損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請

求することを妨げるものではない。 

 

第２節 契約終了時の措置 

（事業期間満了に伴う業務引継ぎ等） 

第 70 条 乙は、事業期間の終了日までに、乙の責任と費用により、甲又は甲の指定する者に、本件

施設の維持管理に関するデータの引継を行うものとする。 

２ 乙が正当な理由なく第１項の規定に違反したときは、乙は甲に対して違約金を支払わなければなら

ない。この違約金の額は、甲の指定する者が算出する終了時の業務引継ぎ等に係る費用とする。

ただし、契約金額の 10 分の 10 を上限とする。 

３ 第２項に定める乙による終了時の業務引継ぎ等の実施期間及び内容等については、要求水準書

に記載するほか、甲乙協議により定めるものとする。 

 

（契約解除に伴う業務引継ぎ等） 

第 71 条 契約が解除されたときの業務引継ぎ等については、次の措置を講ずるものとする。 

２ 第 65 条（第１項(４)号を除く。）によるときは、第 70 条第１項に記載する「事業期間の終了日まで

に」を「甲が定める期日まで」と読み替え、第 70 条を適用するものとする。 

３ 第 65 条第１項(４)号によるときは、甲は、次の各号のいずれか一つの措置を講ずるものとする。 

(１)第 13 条の規定に基づく履行保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供が行われ、保証が

差し入れられ、又は履行保証保険が付保されている場合は、甲は当該契約保証金若しくは担

保、保証金又は保険金を受領し、これをもって、債権に充当するものとする。 

(２)前号の乙による当該履行保証金若しくは担保、保証金又は保険金が付保されていないときは、

甲は乙に対し業務委託料の 10 分の１に相当する支払を求め、これをもって、債権に充当する

ものとする。 

４ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、甲が当該超える

額の支払を請求することを妨げるものではない。 

５ 第 65 条によるときは、業務引継ぎ等に係る費用は、甲の負担とする。この場合、業務引継ぎ等の

実施時期、費用等については、甲乙協議の上で定めるものとする。 

 

第５章 補則 
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（個人情報の取扱い） 

第 72 条 乙は、本業務に係る個人情報について、法令等に従い適正に取扱わなければならない。 

 

（解釈） 

第 73 条 甲が本契約に基づき書類の受理、通知、立会い、承認、承諾を行い、又は説明若しくは報

告を求めたことを以って、甲が乙の責任において行うべき本業務の一部又は全部について責任を

負担するものと解釈してはならない。 

 

（契約の変更） 

第 74 条 本契約に定めがあるほかは、甲と乙の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の

変更が行えるものとする。 

 

（公租公課の負担） 

第 75 条 契約に関連して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。甲は、委託料及びこれに対す

る消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第 76 条 契約に関する紛争は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすると

ともに、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意する。 

 

（契約書に定めのない事項及び解釈の疑義） 

第 77 条 契約書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は契約書の解釈に関して

疑義を生じたときは、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。 
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別記１ 各年度の支払い上限額 

 

 

 

概算事業費（物価上昇率を考慮する） （円・税抜）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

A 統括関連業務 51,500,000 53,050,000 54,640,000 55,200,000 55,750,000 56,300,000 56,850,000 57,400,000 57,950,000 58,550,000 557,190,000

B ストックマネジメント関連業務 66,490,000 68,500,000 70,570,000 69,300,000 26,950,000 27,610,000 34,280,000 39,200,000 30,070,000 22,320,000 455,290,000

維持管理業務 202,930,000 218,150,000 229,680,000 230,800,000 167,400,000 187,970,000 170,720,000 173,450,000 194,350,000 182,190,000 1,957,640,000

伏越清掃及び調査業務 7,330,000 10,880,000 22,170,000 15,120,000 11,410,000 24,290,000 11,650,000 6,580,000 32,200,000 11,980,000 153,610,000

清掃業務（計画的対応） 27,710,000 28,540,000 29,390,000 29,700,000 29,990,000 30,290,000 30,590,000 30,880,000 31,180,000 31,500,000 299,770,000

清掃業務（緊急的対応） 10,300,000 10,610,000 10,930,000 11,040,000 11,150,000 11,260,000 11,370,000 11,480,000 11,590,000 11,710,000 111,440,000

汚泥処分費（上記3事業総額） 3,090,000 3,180,000 3,280,000 3,310,000 3,350,000 3,380,000 3,410,000 3,440,000 3,480,000 3,510,000 33,430,000

修繕業務（計画的対応） 51,500,000 53,050,000 54,640,000 55,200,000 0 0 0 0 0 0 214,390,000

修繕業務（緊急的対応） 103,000,000 106,100,000 109,270,000 110,400,000 111,500,000 112,600,000 113,700,000 114,800,000 115,900,000 117,100,000 1,114,370,000

しゅんせつ業務 0 5,790,000 0 6,030,000 0 6,150,000 0 6,270,000 0 6,390,000 30,630,000

D その他・定型業務 17,150,000 17,670,000 18,190,000 18,380,000 18,570,000 18,750,000 18,930,000 19,110,000 19,300,000 19,500,000 185,550,000

338,070,000 357,370,000 373,080,000 373,680,000 268,670,000 290,630,000 280,780,000 289,160,000 301,670,000 282,560,000 3,155,670,000合計

業務名 合計

C

物価上昇率

基準年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

対前年比率 ―

乗率 1.000 1.030 1.061 1.093 1.104 1.115 1.126 1.137 1.148 1.159 1.171

3%増加

年度

1%増加


